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天 
 
 
 

災 
聖
人
が
鎌
倉
の
小
町
の
辻
で
説
法
を
開
始
せ
ら
れ
て
か
ら
、
三
年
目
の
建
長
八
年
の
二
月
に
暴
凰
雨
洪
水
が
あ 

 
 

り
、
八
月
に
は
風
雨
の
大
害
が
あ
り
、
九
月
に
入
る
と
、
赤
疱
瘡
の
流
行
が
あ
っ
た
。
年
号
を
改
め
た
ら
な
ん
と 

 
 
 

か
な
ろ
う
と
十
月
五
目
に
改
元
さ
れ
て
康
元
元
年
と
な
っ
た
が
、
翌
康
元
二
年
の
二
月
十
日
に
太
政
官
庁
が
火
災 

 
 
 

に
あ
っ
た
の
で
再
び
改
元
し
て
正
嘉
元
年
と
な
っ
た
。 

正
嘉
元
年
の
五
月
十
八
日
に
関
東
地
方
、
殊
に
鎌
倉
に
大
地
震
が
あ
っ
た
。 

五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
大
旱
魃
、
加
う
る
に
、
日
蝕
月
蝕
が
引
続
い
て
人
心
の
不
安
が
打
ち
つ
づ
い
た
。 

し
か
る
に
八
月
二
十
三
日
の
戌
亥
（
午
後
九
時
す
ぎ
）
の
刻
に
轟
然
た
る
地
な
り
が
し
た
か
と
思
う
と
、
前
代 

 
 
 

未
聞
の
大
地
震
が
襲
来
し
た
（
聖
人
は
立
正
安
国
論
の
奥
書
に
、
去
ぬ
る
正
嘉
元
年
戌
亥
の
刻
の
大
地
震
を
見
て 

 
 
 

之
れ
を
勘
う
、
と
言
わ
れ
て
お
る
程
の
大
地
震
で
あ
る
）
当
時
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
神
社
仏
閣
の
ご
と
き
大
建
築 

 
 
 

物
で
転
倒
倒
壊
せ
ざ
る
も
の
な
し
と
あ
る
。
民
家
は
す
べ
て
ぺ
ち
ゃ
ん
こ
に
つ
ぶ
れ
、
山
丘
は
崩
れ
井
水
は
か 

 
 
 

れ
、
大
地
の
裂
け
目
か
ら
水
が
噴
き
出
る
か
と
思
う
と
、
中
下
馬
橋
の
辺
り
で
は
数
十
尺
の
穴
が
大
地
に
あ
い 
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て
、
中
か
ら
青
い
焔
が
舌
を
は
く
と
い
う
凄
ま
じ
さ
で
あ
っ
た
。
夜
中
の
一
瞬
の
出
来
事
な
の
で
、
死
傷
の
多
い 

 
 
 

の
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
鎌
倉
だ
け
で
も
死
者
の
数
は
二
万
人
と
い
わ
れ
て
お
る
。 

余
震
は
そ
の
後
も
引
続
き
起
っ
て
、
二
十
五
日
に
は
余
震
と
は
い
え
ぬ
、
大
き
な
ゆ
り
か
え
し
が
五
、
六
度
も 

 
 
 

一
日
中
に
あ
っ
て
、
鎌
倉
中
の
人
々
は
生
き
た
気
持
も
な
か
っ
た
。 

九
月
四
日
又
々
申
の
刻
（
午
後
四
時
す
ぎ
）
に
地
震
。 

十
月
十
三
日
に
は
雷
電
へ
き
れ
き
の
音
が
終
夜
や
ま
ず
、
い
な
ず
ま
の
は
た
め
き
の
裡
に
、
鎌
倉
の
海
や
山
が 

 
 
 

不
気
味
に
終
夜
明
滅
さ
れ
て
い
た
。 

十
五
日
、
夕
刻
に
は
大
雨
が
あ
っ
て
驚
か
さ
れ
た
が
丑
の
刻
（
午
後
二
時
す
ぎ
）
に
は
又
々
地
震
が
あ
っ
た
。 

十
一
月
八
日
に
は
前
述
の
八
月
二
十
三
日
の
程
度
の
大
地
震
が
又
々
あ
っ
て
、
こ
の
世
の
終
り
か
と
思
わ
せ 

 
 
 

た
。 

「
国
土
乱
れ
ん
時
は
、
先
ず
鬼
神
乱
る
、
鬼
神
乱
れ
る
が
故
に
万
民
乱
る
」
と
は
仁
王
経
に
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る 

 
 

が
、
こ
れ
等
の
天
災
は
何
を
意
味
す
る
か
と
聖
人
は
経
文
に
よ
っ
て
考
え
た
の
で
あ
る
。 

大
集
経
と
言
う
経
文
に
は
三
つ
の
不
詳
事
を
あ
げ
て
お
る
。
一
に
は
穀
貴
、
二
に
は
兵
革
、
三
に
は
疫
病
を
い 

 
 
 

う
の
で
あ
る
。
穀
貴
と
は
食
料
の
騰
貴
で
飢
饉
で
あ
る
。
兵
革
と
は
、
兵
乱
の
絶
え
間
の
な
い
こ
と
、
疫
病
と
は 

 
 
 

悪
病
の
流
行
を
い
う
。
こ
れ
等
の
不
詳
事
が
こ
こ
三
十
年
来
打
ち
続
い
て
絶
え
間
が
な
い
、
加
う
る
に
薬
師
経
に 

 
 
 

は
七
難
と
言
う
こ
と
が
説
か
れ
て
あ
る
。 
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七
難
と
は
何
か 

（
一
） 

人
衆
疾
疫
之
難 

（
二
） 

他
国
侵
逼
之
難 

（
三
） 
自
界
叛󠄀
逆
之
難 

（
四
） 

星
宿
変
怪
之
難 

（
五
） 

日
月
薄
蝕
之
難 

（
六
） 

非
時
風
雨
之
難 

（
七
） 

過
時
不
雨
之
難 

を
い
う
の
で
あ
る
。 

聖
人
の
生
年
た
る
貞
応
元
年
よ
り
立
正
安
国
論
を
述
作
さ
れ
た
三
十
九
年
間
に
天
災
の
度
数
は
、
ほ
ぼ
天
変
百 

 
 
 

八
十
回
、
地
震
百
四
回
、
大
風
雨
七
十
八
回
、
洪
水
十
九
回
、
火
災
五
十
四
回
、
炎
旱
六
回
、
飢
饉
七
回
、
疫
病 

 
 
 

十
六
回
、
騒
乱
三
十
六
回
と
い
う
数
で
あ
る
。 

さ
て
経
文
に
は
こ
れ
等
の
天
災
地
異
は
す
べ
て
正
し
き
法
に
人
が
そ
む
く
こ
と
に
よ
っ
て
起
る
と
明
示
さ
れ
て 

 
 
 

い
る
。 

国
主
が
正
法
に
帰
依
し
な
け
れ
ば
国
は
謗
法
の
国
と
な
る
。
諸
民
が
謗
法
な
ら
ば
天
下
も
ま
た
謗
法
の
国
で
あ 

 
 

る
。
所
詮
天
下
を
あ
げ
て
誇
法
の
国
と
な
れ
ば
諸
天
は
国
を
す
て
、
善
神
は
す
み
か
を
加
え
て
他
に
う
つ
っ
て
し 
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ま
う
。
こ
の
故
に
魔
来
た
り
鬼
来
た
り
、
災
起
り
難
起
る
。
天
変
地
異
の
起
る
の
も
正
に
当
然
と
申
さ
れ
ば
な
ら 

 
 
 

な
い
。 

天
変
地
異
に
よ
っ
て
起
る
と
こ
ろ
の
原
因
が
誇
法
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
退
治
の
方
法
は
明
々
た
る
も
の
が 

 
 
 

あ
る
。
即
ち
、
正
法
の
興
隆
で
あ
る
。
正
法
と
は
何
か
、
法
華
経
で
あ
る
。
法
華
経
こ
そ
正
に
鎮
護
国
家
の
宝
典 

 
 
 

で
あ
り
、
衆
生
導
利
の
明
経
で
あ
る
。
法
華
経
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
全
世
界
を
通
じ
て
一
仏
乗
と
な
す
寂 

 
 
 

光
土
を
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
す
ん
で
お
る
土
地
に
建
設
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。 

す
べ
て
の
人
々
が
法
華
経
を
信
じ
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
世
の
中
は
仏
土
と
な
る
で
あ 

 
 
 

ろ
う
。
仏
国
土
に
は
天
変
地
異
も
な
く
、
飢
饉
疫
癘
も
な
い
。
万
民
一
同
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
て
、
妙
法 

 
 
 

独
り
繁
盛
せ
ん
時
に
は
、
吹
く
風
も
枝
を
な
ら
さ
ず
、
雨
つ
ち
く
れ
を
く
だ
か
ず
、
世
は
羲
農
の
国
と
な
り
、
民 

 
 
 

は
堯
舜
の
民
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
法
華
経
の
理
想
境
は
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
理
想
境
に
到
達
す
る
方
法 

 
 
 

は
如
何
。
法
華
経
以
外
の
諸
経
に
よ
る
宗
旨
を
破
折
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
天
変
地
異
を
な
く
し
、
飢
饉
疫
癘
を
こ 

 
 
 

の
世
か
ら
な
く
す
に
は
、
法
華
経
以
外
の
諸
宗
を
破
折
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
達
す
る
の
で
あ
る
。 


